
くらしの情報

　相　談　　

有
料
広
告

相談名 日時等 場所・問合せ等

行政相談 4/8㈬
13:30～15:00

余目第三まちづくりセン
ター
総務課文書法制係
0234-42-0126

弁護士による無料
法律相談

4/22㈬
13:30～15:30

余目老人福祉セン
ター 0234-43-3066
4/13㈪～ 4/20㈪
※先着４人

酒田市無料
法律相談

①4/21㈫
17:00～20:00
②5/8㈮
13:30~16:30

酒田市まちづくり推進課
酒田市まちづくり推

進課市民相談室
0234-26-5726
①4/7㈫～
　②4/24㈮～
　※先着６人

精神保健福祉相談 4/21㈫
14:00～16:00

庄内総合支庁
こころの健康でお悩み
の方や、その家族
庄内保健所地域保健

福祉課精神保健福祉担当
0235-66-4931
4/16㈭まで

ひきこもり相談 平日開庁日
8:30～17:15

庄内総合支庁
庄内保健所地域保健

福祉課精神保健福祉担当
0235-66-4931

※対面の場合は要予約

性と健康の相談 平日開庁日
8:30～17:15

庄内総合支庁
庄内保健所こども家

庭支援課保健支援担当
0235-66-5653

※対面の場合は要予約
＝場所　 ＝持ち物　 ＝対象　費＝費用
＝申込先、申込期間　 ＝問合せ先

※何も記載のないものは無料、申込不要です。

相談名 日時等 場所・問合せ等
感染症相談／血液
検査
（エイズ、梅毒、
性器クラミジア
感染症、Ｂ型・Ｃ
型肝炎）

【相談】
平日開庁日
8:30～17:15
【検査】
毎週火曜日
9:20～11:30

庄内総合支庁
庄内保健所保健企画

課感染症対策担当
0235-66-4920

※�血液検査は前日まで要
予約

借金返済に関する
相談窓口

月曜～金曜
（祝日除く）
8:30～12:00
13:00～16:30

山形財務事務所理財課
023-641-5201

空き家相談窓口
月曜～金曜
（祝日除く）
10:00～16:00

（公社）全日本不動産協
会山形県本部
023-665-0100

不動産開業相談
窓口

月曜～金曜
（祝日除く）
10:00～16:00

（公社）全日本不動産協
会山形県本部
023-642-6658

発達に関するお困
りごと電話相談

月曜～木曜
（祝日除く）
10:00～14:00

親子サポートステーシ
ョンメグシィ
0235-23-3583

各種相談はこちら
立谷沢まちづくりセンター

毎日開館

清川まちづくりセンター
狩川まちづくりセンター
余目第一まちづくりセン
ター
余目第二まちづくりセン
ター
余目第三まちづくりセン
ター
余目第四まちづくりセン
ター
亀ノ尾の里資料館 4/6㈪～

5/1㈮
総合体育館
屋内多目的運動場
第二屋内多目的運動場

4/6㈪
4/20㈪
5/4

（月・祝）

図書館本館
毎週月曜
※祝日の
場合は翌
平日

図書館分館 毎日開館

内藤秀因水彩画記念館
毎週月曜
※祝日の
場合は翌
平日

響ホール 4/27㈪
町湯 4/8㈬
クラッセ 毎日営業
北月山荘（入浴） 毎週火曜

毎週水曜
ウインドーム立川 毎週火曜

公共施設の休館日等
（4/6㈪～ 5/5（火・祝））

農林漁業体験実習館 毎週水曜

清川歴史公園
毎週月曜
※祝日の
場合は翌
平日

風車市場 毎日営業

困りごと解決のきっかけに

山形県若者相談支援拠点事業
フリースペースひなた in 庄内

　自分のペースでゆっくりゆった
り過ごせる居場所を開設します。
　外に出る練習、人と関わる練習
をしてみませんか？
●�日時：①4/16㈭、②5/1㈮
　　　　13:30～15:30
●�場所：①余目老人福祉センター
　　　　②立川老人福祉センター
　　　　※予約、参加費不要
■�問合せ：若者相談支援拠点ひな
た 0234-28-8255

　町福祉総合相談センター
　 080-8208-2280

株式
会社

（旧 ワタナベ冷暖サービス）

43-4030
庄内町余目字月屋敷101-2
https://reidan.net

   

修理・交換おまかせ下さい！

給湯設備
シャワー・蛇口

電気 石油 ガス 各種給湯設備対応いたします

お 知 ら せ　

危険物取扱者免状・
消防設備士免状の写真書換え

●�対象：新規交付、再交付または
前回の写真書換えから10年が
経過される方

●�申請書：消防試験研究センター
（HPからもダウンロード可）
山形県支部、県内各消防本部

■�問合せ：(一財)消防試験研究セン
ター山形支部 023-631-0761

鶴岡税務署からのお知らせ

　法定申告期限後に計算違いなど、
申告内容の間違い（納める税金や
還付される税金が増減すること）
に気が付いた場合は、次の方法で
訂正してください。
〇�納める税金が多すぎた場合は更
正の請求という手続きができる
場合があります。

〇�納める税金が少なすぎた場合に
は修正申告により誤った内容を
訂正します。

　国税庁HP「確定申告書作成コー
ナー」の「更正の請求・修正申告
書作成コーナー」では、金額など
を入力することにより、税額など
が自動計算され、更正の請求書や
修正申告書が作成できます。作成
したデータは、電子申告（e-Tax）
や印刷して税務署に郵送などで提
出することができます。
■�問・申込み：鶴岡税務署
　　　　　　　 0235-22-1401
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